
を募集しますを募集しますを募集します
介護支援サポーター介護支援サポーター介護支援サポーター介護支援サポーター介護支援サポーター

STOP!
みんなで止めよう！温暖化TOP! みん
な よう！温暖化

①ボランティアセンター
　に登録する
　（活動先をご紹介します）

②サポーター活動を行う

③スタンプをポイントに
　変える
1 スタンプ＝100ポイント

④ポイントを交付金
　として受け取る
100 ポイント＝100円
（年間 5,000 円まで）

特別養護老人ホーム
デイサービス施設など

※登録には、説明会・基礎
研修会への参加が必要です。

ボランティアセンター

交換申請 交付金振込

スタンプをためる
（1時間につき 1
個。1日最大 2
個まで）

制制度度説説明明会会・・基基礎礎研研修修会会
制度の内容・心構え・登録手続きなどを説明します。

登録を希望する方は介護保険証をお持ちください。

【日時】 ５月１７日�午後１時３０分～４時
【会場】 ウェルピアかつしか（堀切３‐３４‐１）

【対象】

区内在住の満６５歳以上で介護保険サービスを利用していない方

４０人

【申込方法】

４月３０日�午前９時から電話かファクス（「サポーター」・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入）で（先着順）。

【申し込み・問い合わせ】

かつしかボランティアセンター �５６９８‐２５１１ �５６９８‐２５１２
【担当課】 高齢者支援課

介介護護支支援援ササポポーータターーののししくくみみ介護施設で、話し相手やレクリエーションのお手伝い、掃除
などの活動を行うと、ポイントがもらえる制度です。ポイント
は年度末に交付金として受け取れます。介護予防や社会参加に
も役立ちます。

省エネナビ活用モニターの参加者を募集します

「省エネナビ」とは、電気使用量やCO２排出量などを自動計測し、

データを表示できる計測器です。計測したデータは専門家が分析

して省エネ診断やアドバイスを行い、

家庭や事業所での省エネを支援します。

２４年度の家庭部門モニター参加者の

電気使用量は、２３年度に比べ、全世帯

合計約１１，０００kWh削減となり、温室効

果ガスの大部分を占めるCO２は、約４．２

トン（学校のプール約２０杯分に相当）

の削減につながりました。

平成２２年現在、�飾区のCO２排出量は家庭・業務部門合わ
せて約８６万９，０００トンに上り、区内の産業・運輸部門なども合
わせた総排出量の約６０％を占めています。
地球温暖化の主な原因であるCO２削減のために、ご家庭や

事業所で、省エネの取り組みをさらに進めましょう。
【担当課】 環境課 �５６５４‐８２２８

２２４４年年度度省省エエネネナナビビ活活用用モモニニタターーのの声声
株株式式会会社社ミミヨヨシシ 代代表表取取締締役役社社長長 杉杉山山耕耕治治ささんん

Q１ 省エネナビを設置され

てどのような変化がありまし

たか？

杉山社長

：

社員全員が数字で

電気使用量を見て、確認でき

るようになり、電気使用量が

削減できて、とても省エネ効

果がありました。

Q２ 以前から省エネに取り

組まれているとのことで、社

長も従業員の方も省エネ意識

は高かったのではないです

か？

杉山社長

：

いろいろと省エネ

対策に取り組んでいましたが、

どの機械を動かすとどれだけ

電気を使うかがリアルタイム

で分かるので、作業状況によ

る電気使用量を予測できるよ

うになり、計画的な電気の使

用につながりました。また、

社員の省エネ意識がもう１ラ

ンク高まった感じです。省エ

ネナビとともに、これからも

さらに省エネを進めていきた

いと思います。

【対象】 次の全てに該当する世帯 ８０世帯

▽かつしかエコファミリーに登録している世帯（現在登録されて
いない世帯でも、登録後応募できます）

▽２３・２４年度省エネナビ活用モニターになっていない世帯

▽電力契約が１５０アンペア以下であること

▽分電盤（ブレーカー）から、１m以内に１００ボルトコンセントがあ
るか、延長コードが使用できること

【対象】 電力契約が３００アンペア以下で２３・２４年度省エネナビ活

用モニターになっていない区内事業所 ５事業所

建物の規模によっては、全体の電気使用量を計測できない場合

があります。

いずれも
【モニター期間】 平成２６年３月まで

モニター終了後、省エネナビは贈呈します。

【申込方法】

４月３０日�～５月１５日�午後５時までに電話でお申し込みくだ
さい（多数抽選）。

【申し込み】 環境課 �５６５４‐８２２８

かつしかエコファミリーへの参加でCO２ダイエット！

かつしかエコファミリーとは、家庭で毎月の電気・ガス・水道

使用量を記録することで毎日の暮らしを見直していく取り組みで

す。

登録した方に、区からエネルギーデータ記入表をお送りします。

記入していただいたエネルギーデータを基に、CO２排出量に換算

したエネルギーレポートなどをお届けします。

【対象】 区内在住の世帯（一人世帯でも可）

【申込方法】 電話か窓口でお申し込みください。電子申請可。

【申し込み】 環境課（区役所４階４１０番） �５６５４‐８２２８

省エネナビ

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（４）
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